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2 ■ ■ ■ ■ ■
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4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6
7
8
9
10
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12
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15

国民健康保険運営協議会に関する事務

福祉部 保険年金課

運営協議会を設置し、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

運営協議会準備事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

保険医等代表委員選出（随時） 庁外調整・会議
被保険者委員の公募（1回／3年） 周知・広報

HPに開催予定・会議録を掲載 周知・広報
運営協議会開催（委員委嘱も含む） 審議会



国民健康保険法

第十一条

（略）

2　国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業

の運営に関する協議会を置く。

茅ヶ崎市国民健康保険条例

第一条の二　法第11条第2項に規定する協議会の名称は、茅ヶ崎市国民健康保険運営協議会(略)とす

る。

第二条　協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1)　被保険者を代表する委員　4人

(2)　保険医又は保険薬剤師を代表する委員　4人

(3)　公益を代表する委員　4人

(4)　被用者保険等保険者を代表する委員　1人

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■
9 ■ ■
10 ■
11 ■ ■ ■
12 ■ ■ ■
13 ■
14 ■ ■
15

国民健康保険事業特別会計に関する事務

福祉部 保険年金課

　国民健康保険事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、国民健康保険法及び茅ヶ崎市

特別会計条例により設置された国民健康保険事業特別会計の経理を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

普通交付金当初申請及び月次申請 事務作業全般

9月
10

月

11

月

納付金の振替 伝票処理・契約事務
交付金の調定 伝票処理・契約事務

決算調整 事務作業全般
補助金・交付金の実績報告 事務作業全般
特別調整交付金（特別分）申請 事務作業全般
予算策定 事務作業全般
特別調整交付金（特定健診分）申請 事務作業全般

災害臨時特例補助金当初申請（東日本） 事務作業全般
特別調整交付金交付申請に係る報告 事務作業全般

特別調整交付金（事業費分）申請 事務作業全般
災害等臨時特例補助金当初申請（コロナ） 事務作業全般
特別調整交付金（努力分）申請 事務作業全般
特別調整交付金（都道府県分）申請 事務作業全般



国民健康保険法

第十条　都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるとこ

ろにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

第七十二条の三　市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について

条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五に規定する国民健康

保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した

額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところによ

り算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

第七十五条の二　都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を

図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令

で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関

する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用

について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。

2　前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針

との整合性を確保して行うよう努めるものとする。

第七十五条の七　都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国

民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用（前期

高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。）に充てる

ため、政令で定めるところにより、条例で、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをい

う。以下同じ。）ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するも

のとする。

2　市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■
9 ■ ■
10
11
12
13
14
15

共同電算処理事業費委託契約 伝票処理・契約事務
神奈川県国民健康保険団体連合会負担金支払い 伝票処理・契約事務
オンライン資格確認中間サーバー運営負担金支払い

消耗品・印刷製本等の発注 事務作業全般

年報の作成 統計調査・集計
伝票処理・契約事務

月報の作成 統計調査・集計
共同電算処理事業費支払い 伝票処理・契約事務

7月 8月 9月
10

月

11

月

会計年度任用職員の報酬・賞与の支払い 伝票処理・契約事務
国民健康保険システム運用（賃借・改修） 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月4月 5月 6月

保険給付全般に関する事務

　国民健康保険の保険給付を円滑に実施するための事務を行います。

福祉部 保険年金課



国民健康保険法

第三条　都道府県は、当該都道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）とともに、この法律

の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

第百七条　次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当

該各号に定める者に報告しなければならない。

一　略

二　市町村若しくは組合又は連合会　当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道

府県を統括する都道府県知事

第百十三条の三　保険者は、第四十五条第五項（第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五

十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。）に規定する事務のほ

か、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。

第百十三条の四　国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資

格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等

（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保

に関する法律をいう。）の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りな

がら協力するものとする。

あり



1 ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

国保概要の作成に関する事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

国保概要の作成に関する事務

　国民健康保険の統計資料作成に関する事務を行います。

福祉部 保険年金課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

療養給付費・療養費の支払事務

福祉部 保険年金課

　医療機関・被保険者に対して、保険者負担分として療養給付費・療養費（移送費を含

む）の支払いに係る事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

審査支払事務委託 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

療養費支給申請書の受付 事務作業全般
療養費支払事務 伝票処理・契約事務

療養費の適正事務に関する委託契約 伝票処理・契約事務



国民健康保険法

第三十六条　市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給

付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者

資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

一　診察

二　薬剤又は治療材料の支給

三　処置、手術その他の治療

四　居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五　病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

第五十四条　市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しく

は保険外併用療養費の支給（以下この項及び次項において「療養の給付等」という。）を行うこと

が困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その

他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得

ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該

被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受け

ている間は、この限りでない。

茅ヶ崎市国民健康保険条例

第7条　法第54条第1項に規定する療養の給付等を行うことが困難であると認めるときは、次に掲げ

るとおりとする。

(1)　医師の同意を得て治療用装具を購入したとき。

(2)　柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師による施術(脱臼きゆう

又は骨折の患部に対する施術については、応急手当のときを除き、医師の同意を得たものに限る。)

を受けたとき。

(3)　医師の同意を得てあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律

第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を有する者

による施術を受けたとき。

(4)　輸血のための生血を受けたとき。

(5)　前各号に掲げるもののほか、市⾧が特に認めたとき。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■
11 ■ ■ ■
12 ■ ■ ■ ■ ■
13 ■
14
15

高額療養費（現金給付）支払い事務

福祉部 保険年金課

　医療費の自己負担額が高額になった被保険者に対し、高額療養費（現金給付）の支払い

に係る事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

高額療養費療養費支給申請書の受付 事務作業全般

9月
10

月

11

月

高額療養費申請書の発送準備 事務作業全般
高額療養費申請書の発送 事務作業全般

高額療養費療養費支払事務 伝票処理・契約事務
高額療養費申請書（介護合算分）の支給申請書の受付 事務作業全般
高額療養費申請書（介護合算分）の支給申請書の支払事務 伝票処理・契約事務
高額療養費申請書（年間外来合算分）の支給申請書の受付 事務作業全般
高額療養費申請書（年間外来合算分）の支給申請書の支払事務 伝票処理・契約事務

高額療養費申請書（年間外来合算分）の発送 事務作業全般

高額療養費の台帳作成（償還、現物） 事務作業全般
高額療養費申請書（介護合算分）の発送 事務作業全般
高額療養費申請書（年間外来合算分）の発送準備 事務作業全般
高額療養費申請書（介護合算分）の発送準備 事務作業全般



・国民健康保険法

第五十七条の二　市町村及び組合は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養（食

事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。）に要した費用の額からその療養に要した費用に

つき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは

第五十六条第二項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額（次条第一項において

「一部負担金等の額」という。）が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養

費を支給する。

第五十七条の三　市町村及び組合は、一部負担金等の額（前条第一項の高額療養費が支給される場

合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額）並びに介護保険法第五十一条第一項に

規定する介護サービス利用者負担額（同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当

該支給額を控除して得た額）及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額

（同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額）の

合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

出産育児一時金の支払い事務

福祉部 保険年金課

　国民健康保険の加入者が出産した際の出産育児一時金の支払いを行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

出産育児一時金等の支払に関する契約 事務作業全般

9月
10

月

11

月

出産育児一時金支給決定・支払事務 事務作業全般
出産育児一時金直接支払い制度に関する事務 事務作業全般



・国民健康保険法

第五十八条　市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるとこ

ろにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。

・茅ヶ崎市国民健康保険条例

第8条　被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金

として500,000円を支給する。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

葬祭費支給決定・支払事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

葬祭費の支払い事務

国民健康保険の加入者が亡くなったときの葬祭費の支払いを行います。

福祉部 保険年金課



・国民健康保険法

第五十八条　市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるとこ

ろにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。

・茅ヶ崎市国民健康保険条例

第9条　被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給

する。

あり



1 ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

傷病手当金の支払事務

福祉部 保険年金課

・給与等の支払いを受けている新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険

者が、療養のために労務に服することができない期間の傷病手当金を支払うものです。

・国の財政支援の対象となる期間が令和５年５月７日までとなり、それ以降の感染者は支

給対象外となりますが、待期期間（３日）を経過した後の「労務に服することができな

かった日」の翌日から請求権が２年であるため、受付事務は令和７年５月10日までとなり

ます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

受付、支払事務 事務作業全般



・国民健康保険法

第五十八条　（略）

２　市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金

の支給その他の保険給付を行うことができる。

・「新型コロナウイルス感染症に. 感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について」（令和

２年３月 24 日事務連絡）

・茅ヶ崎市国民健康保険条例　附則

第2条　給与等(所得税法第28条第1項に規定する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの

性質を有する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同

じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイ

ルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国か

ら世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である

感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感

染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過

した日からその労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日につい

て、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

2　傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した

3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるとき

は、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとす

る。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭

以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険

法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(そ

の額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これ

を10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があると

きはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとす

る。)を超えるときは、その金額とする。

3　傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

診療報酬明細書に関する事務

福祉部 保険年金課

　医療機関より提出された診療報酬明細書について、点検や過誤調整の事務を行い、内容

を精査したうえで、返戻等を行います。また、会計年度任用職員の目視点検による再審査

を行うとともに、専門事業者のシステムによる全件自動点検を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

柔整・鍼灸・マッサージの過誤調整 事務作業全般

9月
10

月

11

月

診療報酬明細書再審査事務 事務作業全般
診療報酬明細書の借用・取下 事務作業全般

処方箋疑義点検 事務作業全般
診療報酬明細書点検委託 伝票処理・契約事務
診療報酬明細書自動点検 事務作業全般



・国民健康保険法

第四十五条　市町村及び組合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保

険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付

に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者（第五十七条に規定する場合にあつては、

当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員）が当該保険医療機関等に対して支払わなければな

らない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

（中略）

４　市町村及び組合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第四

十条に規定する準則並びに第二項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、

支払うものとする。

５　市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とす

る国民健康保険団体連合会（加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府

県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。）又は社会保険診療報酬支払基金法

（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」とい

う。）に委託することができる。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

７０歳以上７５歳未満の被保険者への資格確認書・資格情報のお知らせの更新事務

福祉部 保険年金課

　７０歳以上７５歳未満の被保険者に対し、資格情報のお知らせ又は資格確認書の発行を

行います。70歳を迎えて発行となる方、75歳を迎えて対象から外れる方、年次の更新（8

月始まり）の際に行う業務です。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

基準収入に係る処理依頼表の提出（月次） 事務作業全般

9月
10

月

11

月

高齢受給者証の発行（月次） 事務作業全般
高齢受給者証の基準収入確認（月次） 事務作業全般

基準収入に係る処理依頼表の提出（年次更新） 事務作業全般
高齢受給者証の基準収入確認（年次更新） 事務作業全般
高齢受給者証の発行（年次更新） 事務作業全般



・国民健康保険法

第四十二条　第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、そ

の給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定に

より算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関

等に支払わなければならない。

（中略）

三　七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（次号に掲げる場合を除く。）　十分の二

四　七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属

する世帯に属する被保険者（七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その

他政令で定める者に限る。）について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める

額以上であるとき　十分の三

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

限度額適用認定証（特定疾病療養受療証含む）の発行・更新

福祉部 保険年金課

　診察や治療費等の自己負担額が高額となる被保険者に対し、限度額適用認定証（特定疾

病療養受療証含む）の年次の事前受付、月次の差し替え処理を行います。特定疾病療養受

療証については、後期高齢者医療制度に移行する方への案内も毎月送ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

特定疾病療養受領証保有者リスト作成・発行 事務作業全般

9月
10

月

11

月

限度額認定証区分変更者への案内 事務作業全般
特定疾病療養受療証の後期移行者への案内 事務作業全般

限度額適用認定証の発行（新年次受付、発行） 事務作業全般
特定疾病療養受療証の発行（更新） 事務作業全般



・国民健康保険法施行令

第二十九条の四　被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等（健康保険法第六十三条第三

項第一号に規定する保険医療機関（第五項及び第六項において「保険医療機関」という。）又は同

号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。）又は指定訪問看護事業者

（同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同

じ。）について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額（保険外併用療

養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場

合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療

養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。）又は訪問看護療養費負担額

（訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問

看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除

した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。）の支払が行われなかつたときは、市町村及

び組合は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき

高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額か

ら次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度におい

て、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものと

する。

（略）

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

第三者行為の請求事務

福祉部 保険年金課

　第三者行為による保険給付について、国民健康保険団体連合会と委託契約を結び、保険

給付相当額の請求をおこないます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

国民健康保険団体連合会からの収納事務 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

第三者行為の受付・委任事務 事務作業全般
国民健康保険団体連合会へ委託料の支払い 事務作業全般

第三者行為損害賠償請求事務委託 伝票処理・契約事務



・国民健康保険法

第六十四条　市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付

を行つたときは、その給付の価額（当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要

する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する

額を控除した額とする。次条第一項において同じ。）の限度において、被保険者が第三者に対して

有する損害賠償の請求権を取得する。

２　前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受

けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。

３　市町村及び組合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事

務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委

託することができる。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

無資格受診者等医療給付費等精算業務委託 伝票処理・契約事務

不当利得・不正利得の請求事務 事務作業全般
不当利得の保険者間調整 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

不当利得・不正利得の請求事務

　国民健康保険の給付を不当又は不正に受給した被保険者に対し、保険給付費の請求事務

を行います。

福祉部 保険年金課



・国民健康保険法

第六十五条　偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合

は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

２　前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第八十八条

第一項に規定する主治の医師が、市町村又は組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたた

め、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治の医師に

対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

３　市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて

療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項（第五十二条の二第三項及び第五十三条第三

項において準用する場合を含む。）若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を受けたとき

は、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、

その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

４　都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指定

訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要

なもの又は専門性の高いものを行うことができる。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

一部負担金減免・徴収猶予受付、決定 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の決定に関する事務

福祉部 保険年金課

以下の事由に当てはまった場合、申請に基づき一部負担金の減免、徴収猶予を行います。

・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、居住す

る家屋が半壊以上若しくは半焼以上の損害を受け、又は生活の本拠となる資産についてこ

れに準ずる重大な損害を受けたとき。

・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により

収入が著しく減少したとき。

・事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。



あり

・国民健康保険法

第４４条　市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第４２条

又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次

の各号の措置を採ることができる。

1　一部負担金を減額すること。

2　一部負担金の支払を免除すること。

3　保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その

徴収を猶予すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

特定健康診査・特定保健指導事業

福祉部 保険年金課

・医療費のうち大きな割合を占めている生活習慣病及びその合併症を予防するため、40歳

から74歳を対象とし、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム）に着目した特定健康診

査及び特定保健指導を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実施医療機関へ帳票類送付 事務作業全般

9月
10

月

11

月

特定健康診査対象者の抽出 事務作業全般
受診券等の発送事務・受診券申込受付対応 通知等発送

特定保健指導対象者への利用券発行・送付 通知等発送
特定保健指導の実施(一部実施医療機関委託） 市民等向け研修・講座

個人インセンティブ提供事業 事務作業全般
特定健康診査・特定保健指導結果データ管理事務 伝票処理・契約事務
特定健康診査・特定保健指導委託契約・委託料支払い事務 伝票処理・契約事務
国民健康保険データヘルス計画進捗管理 統計調査・集計



高齢者の医療の確保に関する法律(第十八条＿第三十一条）

第十八条

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。

以下同じ。）及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要があるものとし

て厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚

生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための

基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定めるものとする。

２　特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 　特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。）の実施方法に　関する基

本的な事項

二 　特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

三 　前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する健康診査等実施計画の作成に　関する重要

事項

３　特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と　調和が保

たれたものでなければならない。

４　厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の⾧に協議するものとする。

５　厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅延なく、こ

れを公表するものとする。

・第3期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画(第4期茅ヶ崎市国民健康保険特定健康　診査等実施

計画）

あり



1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

福祉部 保険年金課

特定健康診査・特定保健指導実施率向上事業

・生活習慣病の早期発見早期治療と被保険者の健康に対する意識の向上を図るため、特定

健康診査受診率および特定保健指導終了率向上事業を実施します。

1.文書による特定健康診査受診勧奨および未受診勧奨

2.電話による特定健康診査受診勧奨および特定保健指導利用勧奨

3.特定健康診査健診結果説明会の開催

4.特定健康診査受診者に健康アドバイスシートの送付

4月 5月

受診勧奨はがき・未受診勧奨はがき発送 通知等発送

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

特定健診受診勧奨・特定保健指導利用勧奨(電話） 事務作業全般
健診結果説明会 市民等向け研修・講座

健康アドバイスシートの送付 通知等発送

業務委託契約。委託料支払い事務 伝票処理・契約事務



あり

高齢者の医療の確保に関する法律(第十八条＿第三十一条）

第十八条

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。

以下同じ。）及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要があるものとし

て厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚

生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための

基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定めるものとする。

２　特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 　特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。）の実施方法に　関する基

本的な事項

二 　特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

三 　前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する健康診査等実施計画の作成に　関する重要

事項

３　特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と　調和が保

たれたものでなければならない。

４　厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の⾧に協議するものとする。

５　厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅延なく、こ

れを公表するものとする。

・第3期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画(第4期茅ヶ崎市国民健康保険特定健康　診査等実施

計画）



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

福祉部 保険年金課

生活習慣病重症化予防事業

・特定健康診査受診者で糖尿病基準値に該当していいるが、未治療者および過去に糖尿病

治療履歴があるが、治療中断している者に通知や電話で受診勧奨を行ないます。また、希

望者には保健指導を実施します。

4月 5月

事業対象者の抽出 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

受診勧奨通知の発送 通知等発送
受診勧奨電話および受診の確認 相談・問合せ対応
保健指導の実施 市民等向け研修・講座

生活習慣病（糖尿病）重症化予防事業の実施(委託） 伝票処理・契約事務

実施結果報告書確認 事務作業全般



あり

高齢者の医療の確保に関する法律(第十八条＿第三十一条）

第十八条

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。

以下同じ。）及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要があるものとし

て厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚

生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための

基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定めるものとする。

２　特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 　特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。）の実施方法に　関する基

本的な事項

二 　特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

三 　前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する健康診査等実施計画の作成に　関する重要

事項

３　特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と　調和が保

たれたものでなければならない。

４　厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の⾧に協議するものとする。

５　厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅延なく、こ

れを公表するものとする。

・国民健康保険法

第八十二条　市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業

であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助

努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなけ

ればならない。

・茅ヶ崎市国民健康保険条例

第10条　茅ヶ崎市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事

業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うことができる。

(1)　健康教育

(2)　健康相談

(3)　健康診査

(4)　その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

・第3期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画(第4期茅ヶ崎市国民健康保険特定健康　診査等実施

計画）



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

福祉部 保険年金課

生活習慣病予防普及啓発に関する事務

・国民健康保険加入者に対して、健康づくりや生活習慣病予防に関するパンフレット等を

配布し健康づくりへの意識を高めて疾病予防や将来的な医療費削減に努めます。

4月 5月

健康リーフレット等の配布・管理 相談・問合せ対応

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

健康リーフレット類の作成および購入 伝票処理・契約事務



あり

・国民健康保険法

第八十二条　市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業

であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助

努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなけ

ればならない。

・茅ヶ崎市国民健康保険条例

第10条　茅ヶ崎市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事

業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うことができる。

(1)　健康教育

(2)　健康相談

(3)　健康診査

(4)　その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

・第3期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画(第4期茅ヶ崎市国民健康保険特定健康　診査等実施

計画）



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

歯と口腔の健康づくり事業

福祉部 保険年金課

・う歯や歯周病予防、生活習慣病との関係等、歯と口腔の健康づくりのための普及啓発を

行うものです。令和５年度からは、特定健診結果説明会で、歯科医師・歯科衛生士による

歯科相談・保健指導や舌圧測定等を実施しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

歯と口腔の健康づくり事業の実施 市民等向け研修・講座

9月
10

月

11

月

歯と口腔の健康事業内容準備・打合せ 検討
歯と口腔の健康づくり事業契約 伝票処理・契約事務



・国民健康保険法

第八十二条　市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業

であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助

努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなけ

ればならない。

・茅ヶ崎市国民健康保険条例

第10条　茅ヶ崎市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事

業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うことができる。

(1)　健康教育

(2)　健康相談

(3)　健康診査

(4)　その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

・第3期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画(第4期茅ヶ崎市国民健康保険特定健康　診査等実施

計画）

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

医療費通知納品・引抜作業・発送 通知等発送

医療費通知の再作成、発送（随時） 申請等受付
医療費通知のお知らせの広報紙掲載 周知・広報

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

医療費通知の送付業務

被保険者に対して保険者から医療機関でかかった医療費の額を知らせることにより、健康

に関する知識を深め、国民保険事業の健全な運営に資するための事業です。

福祉部 保険年金課



・国民健康保険法

第八十二条　市町村及び組合は、～（中略）～健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及

び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のため

に必要な事業を行うように努めなければならない。

・国民健康保険法施行規則

第三十二条の七の二　市町村又は組合は、被保険者が支払った医療費の額を当該被保険者の属する

世帯の世帯主又は世帯員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

一　世帯主又は組合員の氏名

二　療養を受けた年月

三　療養を受けた被保険者の氏名

四　療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

五　被保険者が支払った医療費の額

六　市町村又は組合の名称

あり



1 ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ジェネリック差額通知送付事業

福祉部 保険年金課

　被保険者に対して保険者からジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額削減の

効果額をお知らせし、ジェネリック医薬品の普及啓発を行うことで医療給付費適正化につ

なげる事業です。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

差額通知納品・引抜作業・発送 通知等発送



・国民健康保険法

第八十二条　市町村及び組合は、～（中略）～健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及

び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のため

に必要な事業を行うように努めなければならない。

・国民健康保険における後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進について

　（平成21年1月20日保険局国民健康保険課⾧）

・政府・与党社会保障改革会議において決定された「社会保障・税一体改革素案」

　後発医薬品推進のロードマップを作成し、診療報酬上の評価、患者への情報提供、処方せん様式

の変更、医療関係者の信頼性向上のための品質確保等、総合的な使用促進を図る。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■
5 ■
6 ■
7 ■
8 ■
9 ■ ■
10 ■ ■
11 ■ ■
12 ■
13
14
15

国民健康保険の各種統計数字集計、定例報告事務

福祉部 保険年金課

・国民健康保険の被保険者数、世帯数、保険料の調定額、収納額等の統計数字を集計し、

神奈川県や国への定例的な報告や、予算決算時の作業に使用します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

市町村税課税状況等の調べ 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

保険料の調定額、収納額表の作成 統計調査・集計
県への報告（収納率報告） 統計調査・集計

事業年報 統計調査・集計
賦課限度額控除後基準総所得金額及び被保険者総数に関する調査 統計調査・集計
県への報告（中間報告） 統計調査・集計
市町村基礎ファイル 統計調査・集計
賦課状況等調査 統計調査・集計
基盤安定負担金 事務作業全般
未就学児均等割保険料負担金 事務作業全般
産前産後保険料負担金 事務作業全般
国民健康保険実態調査 統計調査・集計



●県への報告

・国民健康保険法

第１０７条　次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、

それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。

一　都道府県　厚生労働大臣

二　市町村若しくは組合又は連合会　当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に

含む都道府県を統括する都道府県知事

●市町村税課税状況等の調べ

・地方自治法

第２５２条の１７の５　総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営

の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧

告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営

の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

●国民健康保険実態調査

・国民健康保険法

第１０６条　次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者について、必要があると認める

ときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を

検査させることができる。

一　厚生労働大臣　都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会

二　都道府県知事　当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の市町村若しくは組合

又は連合会

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
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15

国民健康保険の資格に関する事務

福祉部 保険年金課

国民健康保険の資格取得や資格喪失内容の確認を行います。資格取得や資格喪失手続きは

基本的に窓口にて窓口担当職員が対応しますが、適切に入力処理が行われているかを確認

する必要があります。

・資格取得

社会保険の資格喪失や他市町村からの転入等による国民健康保険の新規資格取得。住所地

特例や就学特例に該当する場合は対応します。

・資格喪失

社会保険への加入、他市町村への転出等に伴う国民健康保険の資格喪失。他の保険と資格

重複状況が確認できた場合は、届出勧奨の通知や電話連絡を行い、それでも手続きいただ

けない場合職権消除を行います。

・非自発的理由（会社都合による）により会社を退職した方の情報登録事務

非自発的理由により会社を退職した方が加入している世帯への保険料軽減制度を適用（退

職日の翌日が属する月から翌年度末まで適用）するため、退職日や退職理由等を登録する

ための事務です。

・資格確認書または資格情報のお知らせについて、７月に一斉更新のため全世帯に送付す

る事業です。更新の前年度に委託業者と契約を行い、印字、封入封緘を委託します。　数

万枚の送付となることや、法改正により印字内容や同封物が変更となる場合があるため、

郵便局や委託業者との打ち合わせを随時行う必要があります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

修学特例 事務作業全般

9月
10

月

11

月

窓口における資格異動業務受付 申請等受付
住所地特例 事務作業全般

非自発的理由により退職した方の情報登録 事務作業全般
資格入力が適正に行われているかの内容確認 事務作業全般
資格重複状況確認、届出勧奨 事務作業全般
資格確認書等一斉更新 庁内調整・会議



●資格取得、喪失

・国民健康保険法

第７条　都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた

日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

第８条　都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた

日の翌日又は第六条各号（第九号及び第十号を除く。）のいずれかに該当するに至つた日の翌日か

ら、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の

区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

（略）

●住所地特例

・国民健康保険法

第百十六条の二　次の各号に掲げる入院、入所又は入居（以下この条において「入院等」とい

う。）をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設（以下この条において「病院

等」という。）の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入

院等をした際他の市町村（当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。）の区域内に住所を

有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有

するものとみなす。

（略）

●修学特例

・国民健康保険法

第百十六条　修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないと

すれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、こ

の法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯

に属するものとみなす。

●非自発的理由により退職した方の情報登録

・国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項

２　前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国

民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者（これらの

者の雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第十四条第二項第一号に規定する受給資格（以下

この項において「受給資格」という。）に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属す

る年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。）をいう。

一　雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者

二　雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの

あり
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国民健康保険料の賦課に関する事務

福祉部 保険年金課

　国民健康保険に加入している世帯に対して保険料を適正に賦課するために下記事務作業

を行います。

・本算定通知

　当該年度保険料率決定により、保険料の決定通知を全世帯に送付します。

・例月保険料通知

　新規資格取得や所得の異動等により変化する保険者数及び保険料収入予測に基づいて、

毎年度７月に国民健康保険料率決定を行います。

　予算要求時に仮の保険料率を策定し、前年の所得状況が判明した６月に保険料率策定作

業を行います。内部協議、茅ヶ崎市国民健康保険運営協議会への諮問、市⾧への答申等を

経て、保険料率を確定させます。保険料が決定、変更された世帯に対して届出の翌月中旬

頃に保険料の決定通知を送付します。

・特別徴収（年金からの保険料天引き）事務

　日本年金機構と特別徴収対象者のデータのやりとりを行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

市⾧、両副市⾧協議

9月
10

月

11

月

来年度予算要求時の保険料率（案）策定 事務作業全般
前年所得状況確定に伴う保険料率（案）策定

茅ヶ崎市国民健康保険運営協議会への諮問 事務作業全般
市議会正副議⾧への説明、市議会議員へのポスティング 庁内調整・会議
告示 審議会
広報紙、市ホームページへの掲載 周知・広報
本算定に向けた準備作業 事務作業全般

公示送達 事務作業全般
特別徴収 事務作業全般
窓口における賦課異動業務受付 申請等受付

本算定通知 通知等発送
未申告者への申告勧奨 通知等発送
例月保険料通知 通知等発送
他市町村への所得照会 事務作業全般



●保険料の賦課

・国民健康保険法

第７６条　市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（略）、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民

健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主（当該市町村の区域内に

住所を有する世帯主に限る。）から保険料を徴収しなければならない。（略）

●特別徴収

・国民健康保険法

第７６条の３　市町村による第七十六条第一項の保険料の徴収については、特別徴収（市町村が老

齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主（政令で定めるものを除く。）から老齢等年金給付の

支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同

じ。）の方法による場合を除くほか、普通徴収（市町村が世帯主に対し、地方自治法（昭和二十二

年法律第六十七号）第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収する

ことをいう。以下同じ。）の方法によらなければならない。

２　前項の老齢等年金給付は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法

（昭和二十九年法律第百十五号）による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつ

て政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事

由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。

・茅ヶ崎市国民健康保険条例

第１３条　保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健

康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「政令」という。）第２９条の７第１項第１号

に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項第２号に規定す

る後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（同項第３号に

規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に

規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合算額とする。

第１７条　一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1)　所得割　基礎賦課総額の１００分の５５に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等（政令第２９条の７第２項第４号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施

行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。以下「省令」という。）第３２条の９に規定する方法によ

り補正された後の金額）の総額で除して得た数

(2)　被保険者均等割　基礎賦課総額の１００分の２５に相当する額を当該年度の初日における一般

被保険者の数で除して得た額

(3)　世帯別平等割　アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるとこ

ろにより算定した額

第３９条　普通徴収に係る保険料の納期は、７月から翌年３月までにおける毎月の１日から末日ま

でとし、各納期の保険料の納付額は、賦課額の９分の１に相当する額とする。

あり
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国民健康保険料収納環境推進に関する事務

福祉部 保険年金課

　国民健康保険料の収納について、年間を通じて納付書等での支払いに対しての消込作

業、コンビニ納付の日時処理、口座振替や郵便振替（郵便局で払込取扱票を用いて入金さ

れた保険料に対して、対象者及び未納保険料額を確認して未納部分に充当）、また、モバ

イルレジやスマートフォン決済の処理を行います。

　時効消滅を迎える滞納情報リストを作成し、デジタル推進課に処理依頼をかけて一括で

不納欠損の処理を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

マルチペイメントネットワーク運用 事務作業全般

9月
10

月

11

月

保険料納付消込日計事務 事務作業全般
コンビニ収納 事務作業全般

口座振替処理 事務作業全般
郵便振替処理 事務作業全般
不納欠損処理 事務作業全般



茅ヶ崎市国民健康保険条例

第12条　保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収す

る。

茅ヶ崎市財務規則

第2節　収納

(納付又は納入後の手続)

第50条　会計管理者は、指定金融機関から納付済通知書、領収済通知書又は納入済通知書

(当該これらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この条、次条及び

第124条において「納付済通知書等」という。)の送付があったときは、直ちに内容を審査

のうえ毎日科目ごとに区分整理し、収支状況について収入金内訳表、収支計算書(現金出納

簿)及び現金現在高表により市⾧に報告するとともに、収納金通知書に納付済通知書等を添

えて速やかに課等の⾧に送付しなければならない。

2　会計管理者は、納付済通知書等に基づき歳入現計内訳表を作成し、その執行状況を常に

明確にしておかなければならない。

3　課等の⾧は、第1項の規定により収納金通知書及び納付済通知書等の送付があったとき

は、内容を審査し、直ちに徴収簿又は滞納簿に消し込まなければならない。

4　第1項の収入金内訳表、収支計算書(現金出納簿)、現金現在高表及び収納金通知書並び

に第2項の歳入現計内訳表は、財務会計システムにより作成するものとする。ただし、財務

会計システムにより難いときは、この限りでない。

(徴収簿等の消込み)

第51条　課等の⾧は、前条第3項の規定により消込みをするときは、納付済通知書等に基

づき別表第5に規定する消込印(以下「消込印」という。)によって整理しなければならな

い。ただし、財務会計システムによることなく電子計算機を利用して消込処理するものに

ついては、収納ファイルに収納済の旨を記録しなければならない。

2　消込印は、課等ごとに番号を付し、会計管理者が管理しなければならない。

(不納欠損書)

第54条　課等の⾧は、調定された歳入で時効その他の理由により徴収できないものがある

ときは、不納欠損書により不納欠損として整理しなければならない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

納付済額通知書 通知等発送

7月 8月 9月
10

月

11

月

12

月
1月 2月 3月4月 5月 6月

国民健康保険料収納環境推進の納付済額通知書に関する事務

　前年中に茅ヶ崎市に納付された国民健康保険料について、納付義務者（前年中に納付の

あった喪失世帯を含む）宛てに納付済額通知書を作成し、翌年1月下旬に一斉発送します。

納付された国民健康保険料は社会保険料控除の対象となるため、確定申告や市・県民税の

申告をする際の参考資料としてご利用いただくものです。

　また、年末調整等のため、一斉発送前に発行希望があった場合は、市役所本庁舎もしく

は各出張所の窓口、電話や電子申請を受けて個別発行します。

福祉部 保険年金課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

国民健康保険料過誤納金の還付に関する事務

福祉部 保険年金課

　納付された保険料に過納や誤納があった際に、保険料を還付、または未納保険料に充当

するものです。還付対象者（納付義務者）に成年後見人・保佐人・補助人等がついていた

場合は、「国民健康保険料納付管理人届出書」を、還付対象者が亡くなっている場合は親

族より「国民健康保険相続人代表者届出書」をそれぞれ記入してもらい、滞りなく還付を

行います。また、事情があって還付が遅れた場合に発生する還付加算金についての処理及

び毎年11月頃官報で発表される特例基準割合をもとに、翌年からの割合を変更する作業を

行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

過誤納金の還付に関する事務 事務作業全般
還付加算金事務 事務作業全般



茅ヶ崎市国民健康保険条例

(過誤納金の還付又は充当)

第46条　納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過納又は誤納

に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を当該納付義務者に還付し、又は当該納付義務

者の未納に係る徴収金に充当する。この場合において、市⾧は、当該過誤納金を当該未納

に係る徴収金に充当してもなお残額があるときは、当該納付義務者の承諾を得て、当該残

額を納期の到来していない徴収金に、先に納期の到来するものから順次充当することがで

きる。

2　市⾧は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、直ちに当該納付義

務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

3　納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の納付金のうちに過

納若しくは誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過誤納金の還付を受

けようとするときは、市⾧に請求書を提出しなければならない。

(還付加算金)

第47条　前条の規定によって過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法

第17条の4の規定の例によって計算した金額をその還付又は充当をすべき金額に加算す

る。

茅ヶ崎市財務規則

(過誤納金の還付又は充当)

第55条　課等の⾧は、過誤納その他の理由により歳入を還付しようとするときは、過誤納

金還付命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2　前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又

は納入すべきこととなった歳入があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金を当該

歳入に充当しなければならない。

3　課等の⾧は、前項の規定により過誤納金を充当しようとするときは、還付充当命令書を

作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4　課等の⾧は、前3項の規定により過誤納金を還付し、又は充当しようとするときは、還

付を受けるべき者に還付通知書により通知しなければならない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

国民健康保険料の減免に関する事務

福祉部 保険年金課

　該当する事由にあてはまった場合、申請に基づき保険料の減免を行います。

保険料率が毎年度７月に決定するため、７月から受付けを開始し、納期前に申請した月の

保険料が減免対象となります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

減免受付、減免決定 事務作業全般



●減免

・国民健康保険法

第７７条　市町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者

に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

・茅ヶ崎市国民健康保険条例

第４５条　市⾧は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に

対し、保険料を減免することができる。（略）

あり



1 ■
2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■
12 ■ ■
13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14
15

延滞金の請求 事務作業全般

督促状の送付 事務作業全般
催告書の送付（滞納繰越分） 事務作業全般
催告書の送付（現年分） 事務作業全般

未納保険料に係る納付相談及び納付指導 事務作業全般
滞納繰越分への執行停止 事務作業全般
現年度分への執行停止 事務作業全般

財産調査の実施（滞納繰越分） 事務作業全般
現年度滞納者への早期勧奨・滞納処分 事務作業全般
財産調査の実施（現年度分） 事務作業全般

滞納繰越分滞納者への滞納処分 事務作業全般

9月
10

月

11

月

滞納整理方針の策定 検討
進捗状況集計 統計調査・集計

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

国民健康保険料の収納率の向上に関する事務

福祉部 保険年金課

　本市国民健康保険制度の持続可能な運営及び保険料負担の公平性確保のため、国民健康

保険料の収納対策を計画的かつ効率的に行い、現年度分収納率の一層の向上と滞納繰越分

の圧縮を２本の柱として、収納率向上に向けた取り組みを実施します。



あり

・国民健康保険法

第七十九条の二　市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二

百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

・地方自治法

第二百三十一条の三

３　普通地方公共団体の⾧は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共

団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにそ

の納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金に

ついて、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の

先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

・地方税法

第三百三十一条　市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員

は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一　滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に

係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

二　滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収

金を完納しないとき。

２　第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促

状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

３　市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日まで

に、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町

村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

４　滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法

第百十四条第一号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合

には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団

体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

５　市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合におい

て、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の

徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているとき

は、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

６　前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴

収法に規定する滞納処分の例による。

７　前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
13
14
15

特別障害給付金の給付に係る届出（審査） 事務作業全般
年金生活者支援給付金の給付に係る届出（受付） 申請等受付
年金生活者支援給付金の給付に係る届出（審査） 事務作業全般

福祉年金の給付に係る届出（受付） 申請等受付
福祉年金の給付に係る届出（審査） 事務作業全般
特別障害給付金の給付に係る届出（受付） 申請等受付

国民年金保険料に係る届出（審査） 事務作業全般
国民年金の給付に係る届出（受付） 申請等受付
国民年金の給付に係る届出（審査） 事務作業全般

国民年金保険料に係る届出（受付） 申請等受付

9月
10

月

11

月

国民年金被保険者に係る届出（受付） 申請等受付
国民年金被保険者に係る届出（審査） 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

年金に係る各種届出の受付事務

福祉部 保険年金課

年金に係る法定受託事務として、次の届出の受付及び審査を行います。窓口で受付した書

類については、本市から日本年金機構に提出します。

・国民年金被保険者に係る届出

国民年金資格取得・種別変更・資格喪失手続き、国民年金被保険者の氏名・住所変更手続

き

・国民年金保険料に係る届出

付加保険料の申し込み手続き、国民年金保険料の法定免除手続き、国民年金保険料の免

除・納付猶予申請手続き、国民年金保険料の学生納付特例申請手続き

・国民年金の給付に係る届出

老齢基礎年金の請求手続き、障害基礎年金の請求手続き、遺族基礎年金の請求手続き、死

亡一時金の請求手続き、寡婦年金の請求手続き、未支給年金の請求手続き

・福祉年金の給付に係る届出

福祉年金受給者の氏名・住所変更手続き、未支給の福祉年金の請求手続き

・特別障害給付金の給付に係る届出

特別障害給付金の請求手続き、特別障害給付金受給者の氏名・住所変更手続き、未支給の

特別障害給付金の請求手続き

・年金生活者支援給付金の給付に係る届出

年金生活者支援給付金の請求手続き



あり

・国民年金法第三条第三項「国民年金事業の事務の一部は（略）市町村⾧（略）が行うこ

ととすることができる」

・国民年金法第十二条第一項「被保険者（略）は（略）その資格の取得及び喪失並びに種

別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村⾧に届け出なけれ

ばならない」

・国民年金法第十二条第四項「市町村⾧は（略）届出を受理したとき（略）は（略）厚生

労働大臣にこれを報告しなければならない」

・国民年金法施行令第一条の二「法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町

村⾧（略）が行うこととする（略）」

・老齢福祉年金支給規則第十五条「この章の規定（略）によつて請求書、申請書、届書又

は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町

村⾧を経由しなければならない」

・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三十一条「特別障害給付金の

支給に関する事務の一部は（略）、市町村⾧が行うこととすることができる」

・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第十一条「法第三十一条

の規定により、次に掲げる事務は、市町村⾧（略）が行うこととする（略）」

・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第八条「受給資格者

は、氏名を変更したときは（略）提出しなければならない」

・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第九条「受給資格者

は、住所を変更したときは（略）提出しなければならない」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十八条「年金生活者支援給付金の支給に

関する事務の一部は（略）市町村⾧が行うこととすることができる」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十五条「法第三十八条の規定によ

り、次に掲げる事務は、市町村⾧（略）が行うこととする（略）」



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

国民年金保険料の納付督励 周知・広報

9月
10

月

11

月

年金に関する相談への対応 相談・問合せ対応
年金に関する広報 周知・広報

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

年金に係る相談及び広報に関する事務

福祉部 保険年金課

日本年金機構との協力・連携事務として、次の事務を行います。

・年金に関する相談への対応

年金制度及び年金生活者支援給付金制度に関する相談への対応を行います。

・年金に関する広報

年金制度及び年金生活者支援給付金制度に関し広く周知を行うため、広報紙や市の公式

ホームページ等に当該制度に関する記事を掲載します。

・国民年金保険料の納付督励

国民年金資格取得・種別変更手続きのため窓口に来訪された方に対し、国民年金保険料の

納付督励を行うとともに、国民年金保険料の口座振替制度及びクレジット納付制度の案

内、国民年金保険料の前納制度の案内を行います。



なし



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

当該年度交付金支出見込額報告書の提出 事務作業全般
当該年度協力・連携算定基礎表の提出 事務作業全般
当該年度交付金の精算交付申請書の提出 事務作業全般

前年度交付金の決算報告 事務作業全般

9月
10

月

11

月

当該年度協力・連携計画書の提出 事務作業全般
当該年度概算交付申請書の提出 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

年金に係る交付金に関する事務

福祉部 保険年金課

年金に係る法定受託事務及び協力・連携事務に要した経費については国が負担することが

定められていることから、当該経費を国に請求するものです。

・国民年金事務費交付金の請求

国民年金に係る法定受託事務および協力・連携事務に要した経費について請求するもので

す。

・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金の請求

年金生活者支援給付金に係る法定受託事務および協力・連携事務に要した経費について請

求するものです。



あり

・国民年金法第八十六条「政府は、（略）市町村（略）に対し、市町村⾧がこの法律又は

この法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する」

・国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条「国民年金法第八十六

条の規定により、毎年度、市町村⾧（略）が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事

務の処理に必要な費用として、政府が、市町村（略）に交付する交付金の総額は、次に掲

げる額の合計額とする（略）」

・国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条「毎年度各市町村に対

して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする（略）」

・国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第一条「この省令において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる（略）」

・国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第二条第一項「国民年金法に基づき市町村

に交付する事務費に関する政令（略）第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるとこ

ろにより算定した額は、（略）とする」

・国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第二条第二項「令第二条第二号に規定する

厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、（略）とする」

・国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第二条第三項「令第二条第三号に規定する

厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、（略）とする」

・国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第二条第四項「令第二条第四号に規定する

厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、（略）とする」

・国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第二条第五項「前各項の規定による額の算

定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十七条「国は、（略）、市町村（略）に

対し、市町村⾧（略）がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処

理に必要な費用を交付する」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政

令「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十七条の規定により、毎年度、市町村

⾧(略)が法又は法に基づく政令の規定によって行う年金生活者支援給付金に係る事務の処

理に必要な費用として、国が、各市町村(略)に交付する交付金の額は、次に掲げる額の合

計額(当該合計額が当該年度において現に要した費用を超える場合には、当該現に要した費

用の額)とする（略）」



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

国民年金保険料未納者の所得調査への対応 事務作業全般
年金生活者支援給付金に係る所得調査への対応 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

電算処理の連絡及び調整に関する事務

福祉部 保険年金課

日本年金機構からの依頼に対し、国民年金被保険者または国民年金受給者に係る情報を電

算処理により回答します。

・国民年金保険料未納者の所得調査への対応

日本年金機構では、国民年金保険料の未納者対策について、未納者の所得が少ない場合に

は国民年金保険料の免除申請の勧奨等を行っています。

本件は、日本年金機構からの依頼に対し、国民年金保険料未納者の所得情報及び世帯状況

等を回答するものです。

・年金生活者支援給付金に係る所得調査への対応

日本年金機構では、国民年金の受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たしている

かの判定を行うため、当該受給者が住所を有する市町村に対し当該受給者の所得情報及び

世帯状況の調査を行っています。

本件は、日本年金機構からの依頼に対し、国民年金の受給者の所得情報及び世帯状況を回

答するものです。



あり

・国民年金法第百八条第二項「厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し

必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯

主の資産若しくは収入の状況（略）につき、官公署（略）に対し必要な書類の閲覧若しく

は資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他

の関係人に報告を求めることができる」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十六条第一項「厚生労働大臣は、必要が

あると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件

に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者（略）に対して、受給資

格の有無及び年金生活者支援給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の

物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し年金生活者支援給

付金受給者等その他の関係者に質問させることができる」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十七条「厚生労働大臣は、年金生活者支

援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受

給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属

する者の資産若しくは収入の状況（略）につき、官公署（略）に対し必要な書類の閲覧若

しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは年金生活者支援給付

金受給者等の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十八条第一項「厚生労働大臣は、基

準日における法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等（略）に関

し、法第三十七条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、当

該年金生活者支援給付金受給者等が基準日において住所を有する市町村に対し、当該年金

生活者支援給付金受給者等の氏名及び住所、当該求めに係る処分の対象となる年金生活者

支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする」

・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十九条第一項「市町村は、前条第一

項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする（略）」



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

日雇特例被保険者事業

福祉部 保険年金課

日雇特例被保険者の受給要件の確認、被保険者手帳の交付及び被扶養者の人数変更などの

事務を、市が全国健康保険協会より受託して行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

厚生労働省、全国健康保険協会への報告 事務作業全般

9月
10

月

11

月

被保険者手帳及び給付者票の新規交付、更新、再交付 申請等受付
被保険者の受給要件の確認 申請等受付

業務委託契約 伝票処理・契約事務
委託料の請求 伝票処理・契約事務
被保険者脱退手続 申請等受付



○健康保険法

（市町村が処理する事務等）

第二百三条　日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一

部は、政令で定めるところにより、市町村⾧が行うこととすることができる。

２　協会は、市町村（特別区を含む。）に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被

保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。

○健康保険法施行規則

（日雇特例被保険者手帳の交換）

第百十六条　日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、

直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村⾧に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を

申請しなければならない。（略）

２　前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村⾧は、当該申請の際提出さ

れた日雇特例被保険者手帳（以下この項において「旧手帳」という。）に代えて様式第十

五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。（略）

３（略）

（確認）

第百十九条　日雇特例被保険者は、（略）受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認

を申請しようとするときは、（略）日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村（以下

「委託市町村」という。）に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票

を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。

２　協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、（略）該当することを確

認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを

申請者に交付しなければならない。

（被扶養者の届出）

第百二十条　（略）

２　（略）

３　日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、そ

の都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。

（受給資格者票の返納）

第百二十二条　日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給

資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。

一～三　（略）

２　日雇特例被保険者が死亡したときは、（略）その日雇特例被保険者が所持していた受

給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。

あり



1 ■
2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

後期高齢者医療市町村負担金等の支払い事務

福祉部 保険年金課

神奈川県後期高齢者医療広域連合に対し、次の負担金を支払います。

・（市町村共通経費負担金）神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う業務の運営経費のう

ち、市の負担分

・（市町村定率負担金）療養給付に係る負担対象額の１２分の１

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

市町村定率負担金の支払い 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

市町村負担金の基礎数値報告 事務作業全般
市町村負担金の支払い 伝票処理・契約事務



○高齢者の医療の確保に関する法律

（市町村の一般会計における負担）

第九十八条　市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、そ

の一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。

○神奈川県後期高齢者医療広域連合規約

（広域連合の経費の支弁の方法）

第17条　広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1)　関係市町村の負担金

(2)～(4)　略

２　前項第１項に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第３に規定するところによ

り、広域連合の予算において定めるものとする。

あり



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

後期高齢者医療特別会計に関する事務

福祉部 保険年金課

後期高齢者医療事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、高齢者の医療の確保に関する

法律及び茅ヶ崎市特別会計条例により設置された後期高齢者医療事業特別会計の経理を行

います。

・市の後期高齢者医療制度業務に係る人件費、通信運搬費等の事務費の一般会計からの繰

り出し

・基盤安定制度拠出金の一般会計からの繰り出し

・後期高齢者医療事業の実施における不測の支出が生じた場合の予備費の充用

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務費繰り出し 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

交付金の実績報告 統計調査・集計
決算調整 統計調査・集計

予備費の充用及び執行 事務作業全般



○高齢者の医療の確保に関する法律

第四十九条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出

について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

第九十八条　市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、そ

の一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。

第九十九条　市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者につ

いて後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき

被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況

その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の後期高齢者医療

に関する特別会計に繰り入れなければならない。

２　市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、第五十二条各号のいずれかに

該当するに至つた日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法（他

の法律において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養

者であつた被保険者について、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の

属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の定めるところにより行う保険料の

減額賦課に基づき保険料を減額した場合における当該減額した額の総額を基礎とし、後期

高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額

を、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

３　都道府県は、政令で定めるところにより、前二項の規定による繰入金の四分の三に相

当する額を負担する。

○神奈川県後期高齢者医療広域連合規約

第17条　広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1)　関係市町村の負担金

２　前項第１項に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第３に規定するところによ

り、広域連合の予算において定めるものとする。

○地方自治法

第二百十七条　予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を

計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができ

る。

○地方自治法施行令

第百五十一条　普通地方公共団体の⾧は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したと

き、予備費を充当したとき、又は地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳

出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければ

ならない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
15

後期高齢者医療一般管理事業

福祉部 保険年金課

　後期高齢者医療の保険者は広域連合ですが、法令により各種申請書類等の受付・被保険

者証等の再交付等の事務は市町村が行うこととなっています。

・各種申請書類の受付、広域連合への送達

・標準システム（広域連合端末）による広域連合との情報連携

・資格確認書の一斉更新

・資格確認書等再交付

・マイナ保険証解除申請の受付

・市町村システムの運用保守

・市町村システム機器の賃借料の支払い

・会計年度任用職員の配置等

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

療養費、葬祭費等の申請受付 申請等受付

9月
10

月

11

月

資格変更等に関する届出受付 申請等受付
資格変更等に関する届出書送達 事務作業全般

療養費、葬祭費等の申請書送達 事務作業全般
特定疾病療養受療証の発行 申請等受付

 標準システム（広域連合端末）による情報連携 事務作業全般
資格確認書更新 事務作業全般
マイナ保険証解除申請受付 申請等受付
簡易申告書、基準収入額適用申請書等の受付 事務作業全般
資格確認書等再交付 申請等受付
市町村システムの運用保守 事務作業全般
市町村システム機器の賃借料の支払い 伝票処理・契約事務
受療証の発行 申請等受付
送付先変更 申請等受付



あり

○茅ヶ崎市後期高齢者医療に関する条例

（事務）

第2条　茅ヶ崎市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(略)第2

条並びに高齢者の医療の確保に関する律施行規則(略)第6条及び第7条に規定する事務のほ

か、次に掲げる事務を行うものとする。

(1)～(8)　略

○高齢者の医療の確保に関する法律

（広域連合の設立）

第四十八条　市町村は、（略）広域連合（略）を設けるものとする。

（届出等）

第五十四条　被保険者は、（略）被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要

な事項を（略）届け出なければならない。

(略)

○高齢者の医療の確保に関する法律施行令

（法第四十八条に規定する政令で定める事務）

第二条　法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

一～十　略

○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

（令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務）

第六条　高齢者の医療の確保に関する法律施行令（略）で定める事務は、次のとおりとす

る。　一～八　略

（令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務）

第七条　令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

一～二十二　略

（資格確認書の交付等）

第十六条　（略）資格確認書を、有効期限を定めて交付しなければならない。（略）

（資格確認書の検認又は更新）

第十八条　（略）資格確認書の検認又は更新をすることができる。（略）

（令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請）

第三十二条　（略）適用を受けようとする被保険者は（略）提出しなければならない。

一～三　略

（特定疾病認定の申請等）

第六十二条　（略）申請書を、（略）提出しなければならない。（略）

（限度額適用・標準負担額減額の認定等）

第六十七条　略

２　（略）当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。



1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
12 ■ ■
13 ■ ■ ■ ■ ■ ■
14
15

後期高齢者医療保険の保険料徴収事務

福祉部 保険年金課

　後期高齢者医療の保険者は広域連合ですが、法令により保険料の徴収は市町村が行うこ

ととなっています。

・保険料額決定通知・納付書・制度周知のためのお知らせ等の発送

・督促状、催告書の送付等による納付勧奨

・納付相談の実施

・財産調査・差押え等の滞納処分

・保険料率改定に関する広報（隔年）等

・保険料収納の利便性向上のための口座振替勧奨通知の発送、モバイルレジやスマート

フォン決済（PayPay等）による納付の周知

・口座振替不能通知の発送による納付勧奨

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

保険料額決定通知（随時）・納付書発送 事務作業全般

9月
10

月

11

月

保険料額決定通知（本算定）・制度周知のためのお知らせ等の発送 事務作業全般
保険料額決定通知（本算定）封入封緘委託 伝票処理・契約事務

督促状の送付による納付勧奨 事務作業全般
催告書の送付による納付勧奨 事務作業全般
納付相談 相談・問合せ対応
財産調査・差押え等の滞納処分 事務作業全般
保険料率改定に関する広報等（隔年） 事務作業全般

納付済額通知書 事務作業全般

保険料納付消込日計事務 事務作業全般
コンビニ収納 事務作業全般
口座振替処理 事務作業全般
不能欠損処理 事務作業全般



○茅ヶ崎市後期高齢者医療に関する条例

(事務)

第2条　茅ヶ崎市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する律施行令(平成19年

政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省

令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1)略

(2)広域連合条例第14条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3)広域連合条例第15条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4)広域連合条例第15条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する神奈川県後期

高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5)広域連合条例第16条第3項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6)広域連合条例第16条第3項の規定による保険料の減免の申請に対する神奈川県後期高齢

者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7)広域連合条例第17条本文の規定による申告書の提出の受付

(8)略

（督促及び延滞金）

第5条　保険料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、

茅ヶ崎市税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成10年茅ヶ崎市条例第7号)の

定めるところによる。

○高齢者の医療の確保に関する法律

（保険料）

第百四条　市町村は、後期高齢者医療に要する費用（財政安定化基金拠出金及び第百十七

条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。）に充てるため、保険料を徴収

しなければならない。

２前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合

の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢

者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険

料額によつて課する。（略）

（地方税法の準用）

第百十二条　保険料その他この章の規定による徴収金（略）については、地方税法（略）

を準用する。

（滞納処分）

第百十三条　市町村が徴収する保険料、後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した

一部負担金その他この章の規定による徴収金は、（略）歳入とする。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

後期高齢者医療広域連合への保険料等の納付事務

福祉部 保険年金課

神奈川県後期高齢者医療広域連合に対し、納付金等を支払います。

・広域連合への徴収状況報告

・市が徴収した保険料の広域連合への納付

・基盤安定制度拠出金の広域連合への納付（低所得者に対して実施している保険料軽減対

策への措置）

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

基盤安定拠出金の納付 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

徴収状況報告 統計調査・集計
保険料納付金の納付 伝票処理・契約事務



○高齢者の医療の確保に関する法律

（保険料等の納付）

第百五条　市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充て

るため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところ

により、第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規

定による徴収金（市町村が徴収するものに限る。）を納付するものとする。

○神奈川県後期高齢者医療広域連合規約

（広域連合の経費の支弁の方法）

第17条　広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1)　関係市町村の負担金

(2)～(4)　略

２　前項第１項に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第３に規定するところによ

り、広域連合の予算において定めるものとする。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

納付済額通知書 通知等発送

7月 8月 9月
10

月

11

月

12

月
1月 2月 3月4月 5月 6月

後期高齢者医療保険の保険料徴収事務の納付済額通知書に関する事務

　前年中に納付された後期高齢者医療保険料について、被保険者宛て（死亡者を含む）に

納付済額通知書を作成し、翌年1月下旬に一斉発送します。納付された後期高齢者医療保険

料は社会保険料控除の対象となるため、確定申告や市・県民税の申告をする際の参考資料

としてご利用いただくものです。

　また、年末調整等のため、一斉発送前に発行希望があった場合は、市役所本庁舎もしく

は各出張所の窓口、電話を受けて個別発行します。

福祉部 保険年金課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

後期高齢者医療保険の保険料還付および還付加算金事務

福祉部 保険年金課

後期高齢者医療保険料の過誤納金等を被保険者に還付または充当します。還付加算金が発

生した場合は還付金と併せて被保険者に支払います。

・前年度以前の保険料について、当該年度になってから所得更正・保険料減免決定等によ

り保険料が減額され、過誤納となった保険料を還付します。

・前年度以前に過誤納となっていたが、日本年金機構等からの返納通知や被保険者等から

の口座振込依頼書の提出がなく、還付未済となっていた保険料を返納または還付します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

還付金の再勧奨 事務作業全般

9月
10

月

11

月

還付通知の発送 事務作業全般
還付金の支払い 伝票処理・契約事務

還付金の時効処理 事務作業全般
還付加算金通知の発送 事務作業全般
還付加算金の支払い 伝票処理・契約事務



○高齢者の医療の確保に関する法律

（広域連合の設立）

第四十八条　市町村は、（略）当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合（略）を設けるも

のとする。

○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

（特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の

算定方法等）

第百九条　市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項（令第三十条から第三十二条までにおい

て準用する場合を含む。）の規定により過誤納額（準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する

過誤納額をいう。以下同じ。）を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金

（以下「未納保険料等」という。）に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対

して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

一～三　略

○地方税法

（過誤納金の還付）

第十七条　地方団体の⾧は、過誤納に係る地方団体の徴収金（以下本章において「過誤納金」とい

う。）があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

（過誤納金の充当）

第十七条の二　地方団体の⾧は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべ

き者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金（略）があるときは、前条の規

定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

２～5　略

（還付加算金）

第十七条の四　地方団体の⾧は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規

定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定め

る日の翌日から地方団体の⾧が還付のための支出を決定した日又は充当をした日（同日前に充当を

するのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日）までの期間の日数に

応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額（以下「還付加算金」とい

う。）をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

一～四　略

○茅ヶ崎市財務規則

(過誤納金の還付又は充当)

第55条　課等の⾧は、過誤納その他の理由により歳入を還付しようとするときは、過誤納金還付命

令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2　前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入す

べきこととなった歳入があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金を当該歳入に充当しなけ

ればならない。

3　課等の⾧は、前項の規定により過誤納金を充当しようとするときは、還付充当命令書を作成し、

会計管理者に送付しなければならない。

4　課等の⾧は、前3項の規定により過誤納金を還付し、又は充当しようとするときは、還付を受け

るべき者に還付通知書により通知しなければならない。

あり
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システム標準化対応事務

福祉部 保険年金課

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、国民健康保険、国民年金、後

期高齢者医療の各業務システムの標準化に伴う業務を実施します。

令和７年度はシステムベンダーとのプロジェクト管理のもと、機器設置準備、外部機関テ

スト、研修実施、システム連携テスト、データ検証等により令和８年１月サービス利用開

始へ向けて準備を進めていきます。

※後期高齢システムについては、システムベンダーが異なり、令和９年３月サービス利用

開始予定となるため、令和７年度は国民健康保険・国民年金のシステムとの連携テストの

み該当します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

機器設置（端末・プリンタ） 事務作業全般

9月
10

月

11

月

プロジェクト管理 事務作業全般
システム理解 事務作業全般

ＥＵＣ作成 事務作業全般
外部機関テスト 事務作業全般
研修計画・準備 事務作業全般
研修実施 事務作業全般
連携要件検討/周辺システム側の連携改修（計画・実施）運用検討 事務作業全般
他システム連携テスト
データ検証、データ修正
サービス利用



〇地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

（国及び地方公共団体の責務）

第４条　国は、前条の基本理念にのっとり、地方公共団体情報システムの標準化の推進に

関する施策を総合的に講ずる責務を有する。

２　地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、地方公共団体

情報システムの標準化を実施する責務を有する。

あり


